
8広報ところざわ令和 3年 7月号

手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は7月1日㈭から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

医
療
的
ケ
ア
児
の
保
育
園
入
園
相
談

　
令
和
４
年
度
の
保
育
園
入
園
申
請
に
あ

た
り
、
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
子
ど
も
の

相
談
・
面
接
を
行
い
ま
す
。

　
子
ど
も
の
状
況
や
医
療
的
ケ
ア
の
種
類

に
よ
っ
て
は
、
入
園
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
入
園
申
請
の
際
は
「
保
育
の
必
要

な
事
由
」（
労
働
、
介
護
、
就
学
、
疾
病

な
ど
）
の
該
当
が
必
要
で
す
。

申 

問
８
月
２
日
㈪
〜
10
日
㈫
に
市
役
所
２

階
保
育
幼
稚
園
課
に
直
接
・
電
話
／
☎

２
９
９
８
‐
９
１
２
６

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予

　
経
済
的
な
理
由

や
災
害
な
ど
に
よ

り
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
免
除

・
猶
予
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
場
合
は
臨
時

特
例
手
続
き
が
あ
り
ま
す
。

◆ 
保
険
料
免
除
制
度

　
申
請
者
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所

得
な
ど
を
審
査
し
て
、
保
険
料
の
全
額
〜

４
分
の
１
を
免
除
し
ま
す
。

対 

59
歳
以
下
の
方

◆
納
付
猶
予
制
度

　
申
請
者
と
配
偶
者
の
所
得
を
審
査
し
、

一
時
的
に
保
険
料
の
支
払
い
を
猶
予
し
ま

す
。

対 

49
歳
以
下
の
方
（
学
生
除
く
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

① 

全
て
の
方
…
免
除
申
請
書
、
本
人
確
認

書
類
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

ま
た
は
年
金
手
帳

◎
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
、
委
任
状
も
必
要
で
す
。

② 

失
業
の
た
め
申
請
す
る
方
…
①
に
加
え
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

③ 

臨
時
特
例
で
申
請
す
る
方
…
①
に
加
え
、

「
所
得
の
申
立
書
（
臨
時
特
例
用
／
日

本
年
金
機
構
様
式
）」
な
ど

お
知
ら
せ

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
の
状
況
に
よ
り
内
容
変
更
の

場
合
が
あ
り
ま
す
。市
HP
や

各
問
い
合
わ
せ
先
で
最
新

情
報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

（
掲
載
情
報
は
６
月
21
日

時
点
の
も
の
で
す
）。

施
設
の
利
用
状
況
な
ど

　
利
用
の
制
限
な
ど
施
設
の

状
況
は
、
市
HP
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
利
用
の
際
は
、
マ

ス
ク
の
着
用
な
ど
感
染
症
対
策
に
ご
配
慮

く
だ
さ
い
。

イ
ベ
ン
ト
の
中
止
な
ど

　
中
止
が
決
定
し
た
主
な
イ

ベ
ン
ト
な
ど
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
か
っ
こ
内
は
当
初
の

開
催
予
定
で
す
。
詳
細
や
そ
の
他
の
イ
ベ

ン
ト
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆ 

北
野
公
園
市
民
プ
ー
ル
（
例
年
７
月
開

催
）

問 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
４
８

◆ 

総
合
防
災
訓
練
（
９
月
４
日
㈯
）

問 

危
機
管
理
室
☎
２
９
９
８
‐
９
３
９
９

◆
と
こ
ろ
ざ
わ
ま
つ
り（
例
年
10
月
開
催
）

問 

商
業
観
光
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
５

◆ 

市
民
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
例
年
10
月
開

催
）

問 

地
域
づ
く
り
推
進
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
０
８
３

吾
妻
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

貸
館
業
務
の
一
時
休
止

　
排
煙
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
改
修
工
事
の
た
め
、

９
月
１
日
㈬
〜
11
月
30
日
㈫
の
公
民
館
貸

館
業
務
を
一
時
休
止
し
ま
す
。
な
お
、
窓

口
サ
ー
ビ
ス
・
公
民
館
受
付
業
務
は
通
常

通
り
行
い
、
公
共
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
ロ

ビ
ー
端
末
、
印
刷
機
、
コ
ピ
ー
機
、
健け

ん

幸こ
う

マ
イ
レ
ー
ジ
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
も
利
用
で

き
ま
す
が
、
午
後
５
時
15
分
に
閉
館
と
な

り
ま
す
。
図
書
館
（
吾
妻
分
館
）
は
予
約

の
方
の
み
の
臨
時
窓
口
を
、
公
民
館
裏
側

の
入
口
に
開
設
し
ま
す
。

問 

同
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２
４
‐
０
１
１
８
、

吾
妻
分
館
☎
２
９
２
４
‐
０
２
４
９

毎
月
第
２
・
４
土
曜
午
前
は
休
日
開
庁

　
一
部
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

詳
細
は
市
HP（

休
日
開
庁
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日  

７
月
10
日
㈯
・
24
日
㈯
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
０
時
30
分

場  

市
役
所
１
階
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
並
木
除
く
）、
上
下
水
道
局
庁
舎

問  
経
営
企
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７
、

上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
２

　
１
‐
１
０
８
０

市
税
の
納
期
限

　
８
月
２
日
㈪
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
２
期
）、国
民
健
康
保
険
税
（
１
期
）

の
納
期
限
で
す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

問 

収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

７
月
の
休
日
漏
水
修
繕
当
番
店

　
24
時
間
（
当
日
午
前
８
時
30
分
〜
翌
日

午
前
８
時
30
分
）
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

当
番
店
に
直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問  

所
沢
市
管
工
事
業

協
同
組
合
☎
２
９

　
２
２
‐
６
１
８
５

　
FAX
２
９
２
２
‐
９

　
６
１
４

日 当番店 電話番号
３日㈯ ㈱小松屋管器 2922-3836
４日㈰ ㈲マコト設備工業 2922-5578
10日㈯ ㈲平塚設備工業 2923-5778
11日㈰ ㈱貫井産業 2993-0110
17日㈯ ㈲サンワ管工 2998-5844
18日㈰ ㈲平塚設備工業 2923-5778
22日㈷ ㈱木下商興 2948-1719
23日㈷ ㈱あざま管工機械 2942-3771
24日㈯ ㈲平塚設備工業 2923-5778
25日㈰ ㈲本田技管 2948-1300
31日㈯ ㈱ヒロスイプラス 2941-5228

留 

意
事
項
　
▼
申
請
は
毎
年
必
要
（
７
月

が
更
新
時
期
）
▼
時
効
を
迎
え
て
い
な

い
期
間
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
可
能

申 

問
市
役
所
１
階
市
民
課
（
国
民
年
金
担

当
）
☎
２
９
９
８
‐
９
０
９
５
、
所
沢

年
金
事
務
所
☎
２
９
９
８
‐
０
１
７
０

に
直
接

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
一
斉
更
新

　
８
月
１
日
か
ら
使
え
る
新
し
い
保
険
証

（
青
色
）
を
加
入
世
帯
の
世
帯
主
宛
て
に

簡
易
書
留
で
郵
送
し

ま
す
。
７
月
末
で
有

効
期
限
を
迎
え
る
現

在
の
保
険
証
（
ピ
ン

ク
色
）
は
、
期
限
後

に
裁
断
し
て
処
分
す

る
か
、
市
役
所
１
階

国
民
健
康
保
険
課
ま

た
は
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー（
並
木
除
く
）

に
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

問 

国
民
健
康
保
険
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
１

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

◆ 

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
を
郵
送

　
新
し
い
保
険
証
（
青
色
）
を
７
月
中
に

簡
易
書
留
で
郵
送
し

ま
す
。
７
月
末
で
有

効
期
限
が
切
れ
る
現

在
の
保
険
証（
緑
色
）

は
、
期
限
後
に
裁
断

し
て
処
分
す
る
か
、

市
役
所
１
階
国
民
健

康
保
険
課
ま
た
は
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

に
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

◆ 

①
低
所
得
者
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
②
現
役
並
み
所
得
者

の
限
度
額
適
用
認
定
証

　
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
同
一
月
・
同

一
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
と
な
る
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
ま
た
は
限
度
額

適
用
認
定
証
は
、
申
請
に
よ
り
取
得
で
き

ま
す
。
既
に
取
得
済
み
で
引
き
続
き
対
象

の
方
は
自
動
更
新
さ
れ
ま
す
（
７
月
下
旬

郵
送
）。

対 

①
負
担
割
合
が
１
割
の
被
保
険
者
で
、

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
②
負
担
割

合
が
３
割
で
、
市
民
税
課
税
所
得
が

６
９
０
万
円
未
満
の
方

◆
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
被
保
険

者
全
員
が
同
じ
負
担
額
の
「
均
等
割
額
」

と
被
保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負

担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と
な
り

ま
す
。

均
等
割
額
…
４
１
、７
０
０
円

所
得
割
率
…
７
・
96
％

◎
詳
細
は
７
月
中
旬
に
郵
送
す
る
保
険
料

額
決
定
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

国
民
健
康
保
険
課
（
後
期
高
齢
者
医
療

担
当
）
☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
８

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
郵
送

　
７
月
中
旬
に
世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）

宛
て
に
郵
送
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
に
よ
り
昨
年
と
比
べ
収
入
が
３
割
以

上
減
る
見
込
み
の
世
帯
主
な
ど
、
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
市
HP
（

国
民

健
康
保
険
税
減
免
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

国
民
健
康
保
険
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
１
３
１

　新型コロナウイルス感染症の影響による
失業や収入減少といった状況の中、低所得
の子育て世帯を支援します。
給付額　児童１人当たり一律５万円
給付方法　 ①④申請不要②③⑤申請必要

◆ひとり親世帯
対次のいずれかに該当する方
①令和3年4月分の児童扶養手当の受給者
（支給済み）
②公的年金など※1を受給していることで
3年4月分の同手当を受給できない方

③3年4月分の同手当を受
給していない方で、感染
症の影響で家計が急変す
るなど、収入が手当受給
者と同じ水準の方

◆ひとり親世帯以外
対次のいずれかに該当する方
④3年4月分の児童手当または特別児童扶
養手当を受給していて、3年度の住民税
が非課税の方（6月中に通知を発送予定）
⑤④のほか、18歳未満の児童※2（障害児
は20歳未満）を養育していて、次のい
ずれかに該当する方
　▶3年度分の住民税が非課税の方
　▶同感染症の影響で収入が減少し、３年
　　度の住民税が非課税の方と同程度の方

申 問▶ひとり親世帯…4年2月28日㈪まで
▶ひとり親世帯以外…月初～4年2月28日
㈪に必要書類を市役所2階こども支援課
に直接・郵送／☎2998-9124◎②③に該当し、同手当の受給資格がある方には

6月中に必要書類を発送予定です。なお、受給資
格がない方でも給付金を受けられる場合がありま
すので、こども支援課にお問い合わせください。

　※ 2…3年 3月末時点の年齢です。
◎ 4年 2月末までに生まれた新生児も対象とな
ります。

◎詳細は市HP（ 低所得の子育て世
帯）をご覧ください。

※ 1…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
遺族補償などを指します。


